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告 示 

 

三重県告示第 403 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定しま

した。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サ ー ビ ス の 
種 類 

2470506169 訪問介護事業所 育み 
津市海岸町 5番 32ハピ

ネスコーポ 201 
株式会社峯玄 

令和 3 年 

6 月 1 日 

訪問介護 

2472801782 介護ステーションよつば 
度会郡玉城町宮古 2329 
-4 

株式会社ゆう 
令和 3 年 
6 月 1 日 

訪問介護 

2460790229 
笑顔の街訪問看護ステー
ション 

松阪市久保町 1925 番
地 

医療法人医王寺会 
令和 3 年 
6 月 1 日 

訪問看護 

2460790237 
訪問看護ステーション  

アシスト 

松阪市川井町 157 番地

1 
アシスト株式会社 

令和 3 年 

6 月 1 日 

訪問看護 

2452280056 
湯の山介護老人保健施設 
訪問リハビリテーション 

三重郡菰野町大字千草
字東江野 7045 番地 73 

医療法人尚徳会 
令和 3 年 
6 月 1 日 

訪問リハビリ
テーション 

2470303625 株式会社Ｃｉｅｎ 
鈴鹿市郡山町字西高山
2001 番地 35 

株式会社Ｃｉｅｎ 
令和 3 年 
6 月 1 日 

福祉用具貸与 

2470303625 株式会社Ｃｉｅｎ 
鈴鹿市郡山町字西高山

2001 番地 35 
株式会社Ｃｉｅｎ 

令和 3 年 

6 月 1 日 

特定福祉用具

販売 

2470703865 福祉用具レンタル美琴 
松阪市久保町 1445-4
カレッジハウス 6-202 

ＷＩＮＧＳ株式会
社 

令和 3 年 
6 月 1 日 

特定福祉用具
販売 

 

三重県告示第 404 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項本文の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者を

指定しました。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サ ー ビ ス の 
種 類 

2460790229 
笑顔の街訪問看護ステー
ション 

松阪市久保町 1925 番
地 

医療法人医王寺会 
令和 3 年 
6 月 1 日 

介護予防訪問
看護 

2460790237 
訪問看護ステーション  

アシスト 

松阪市川井町 157 番地

1 
アシスト株式会社 

令和 3 年 

6 月 1 日 

介護予防訪問

看護 

2452280056 
湯の山介護老人保健施設 

訪問リハビリテーション 

三重郡菰野町大字千草

字東江野 7045 番地 73 
医療法人尚徳会 

令和 3 年 

6 月 1 日 

介護予防訪問
リハビリテー
ション 

2470303625 株式会社Ｃｉｅｎ 
鈴鹿市郡山町字西高山

2001 番地 35 
株式会社Ｃｉｅｎ 

令和 3 年 

6 月 1 日 

介護予防福祉

用具貸与 

2470703865 福祉用具レンタル美琴 
松阪市久保町 1445-4
カレッジハウス 6-202 

ＷＩＮＧＳ株式会
社 

令和 3 年 
6 月 1 日 

介護予防福祉
用具貸与 

2470303625 株式会社Ｃｉｅｎ 
鈴鹿市郡山町字西高山
2001 番地 35 

株式会社Ｃｉｅｎ 
令和 3 年 
6 月 1 日 

特定介護予防
福祉用具販売 

2470703865 福祉用具レンタル美琴 
松阪市久保町 1445-4

カレッジハウス 6-202 

ＷＩＮＧＳ株式会

社 

令和 3 年 

6 月 1 日 

特定介護予防

福祉用具販売 

 

三重県告示第 405 号  

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定をする予

定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 
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  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   保安林予定森林の所在場所 

尾鷲市大字南浦字真砂口滑 2588、2593 

2   保安林指定の目的 

土砂の流出の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び尾鷲市役所に備え置いて縦覧に供

します。） 

 

三重県告示第 406 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定により下記の大規模

小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべ

き事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日から

4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオンタウン津城山 

  津市久居小野辺町字君ヶ池 1082-1 ほか 115 筆 

2  変更事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住所 代表者氏名 

マックスバリュ中部株式会社 松阪市大口町 185 番地の 1 正木 雄三 

ヒカリ商事有限会社 津市久居相川町 2383 小坂 保 

株式会社ショービ 静岡県浜松市中区両家 3-4-5 二村 眞行 

株式会社銀座伊勢由 愛知県名古屋市中区丸の内 1-5-5 天明 義彦 

株式会社クロスカンパニー 岡山県岡山市幸町 2-8 石川 康晴 

エムケイトレーディング株式会社 
愛知県名古屋市中区大須 3-17-1 
赤門プラザビル 5 階 

南田 拓也 

有限会社ビズ･カンパニー 宮城県塩竃市本町 5-23 陳 必正 

竹村 信弘 奈良県天理市川原城町 690 番地 竹村 信弘 

株式会社二葉屋 新潟県南魚沼市八幡 123-3 五十嵐 榮一 

株式会社織部 
岐阜県多治見市旭ヶ丘 10-6 

美濃卸センター 
奥村 崇仁 

化粧品のふじや株式会社 鈴鹿市東玉垣町 2585-1 岩井 勝己 

株式会社ジップドラッグ 愛知県名古屋市西区宝地町 340 奥川 直和 
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ＪＰＣ株式会社 滋賀県甲賀市水口町北脇 354-4 周防 安男 

株式会社ヒロコーポレーション 福岡県福岡市東区松崎 3 丁目 3-20 井上 恭枝 

株式会社武山プロデュース 愛知県瀬戸市水北町 289 番地の 2 磯村 宏 

株式会社ポイント 茨城県水戸市泉町 3 丁目 1 番 27 号 石井 稔晃 

株式会社ワールド 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-8-1 寺井 秀藏 

ブティックラココ 松阪市川井町 748 中山 弘子 

有限会社セレクション 大阪府茨木市南春日丘 7-1-2 大野 修 

株式会社キャメル珈琲 東京都世田谷区代田 2-31-8 尾田 信夫 

有限会社ネット 津市久居元町 2011 村上 昌彦 

株式会社ホットランド 群馬県桐生市広沢町 4-2430 佐瀬 守男 

柿安グルメフーズ株式会社 桑名市吉之丸 8 樋尾 清明 

西村商事株式会社 松阪市魚町 2-1822 西村 明浩 

上新電機株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋西 1-6-5 土井 栄次 

株式会社未来屋書店 
千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 ＮＴＴ幕
張ビル 2 階 

中山 章 

株式会社チチカカ 
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-2-3 新横

浜第一竹生ビル 706 
木南 仁志 

シー・エス・ピー株式会社 兵庫県西宮市本町 11-1 太田 康弘 

株式会社サンエス 広島県福山市神辺町川南 741-1 佐藤 卓己 

株式会社Ｆ・Ｉ・Ｓ 
東京都中央区日本橋掘留町 1-8-11 日本
橋シゲマツビル 3 階 

重松 良克 

有限会社ディッグアップ 四日市市日永東 3-8-18 荒木 信悟 

株式会社寿屋 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町 3-110 奥村 茂雄 

株式会社ツインマーボ 大阪府大阪市北区大深町 2 番 48 号 大藪 幸子 

株式会社ジーフット 愛知県名古屋市千種区今池 3-4-10 服部 博幸 

大創産業株式会社 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14 矢野 博丈 

株式会社アメリカ屋 宮城県仙台市太白区郡山字籠ノ瀬 10-1 齋藤 憲正 

パセリ四日市株式会社 滋賀県長浜市勝町 803 番地 松本 規義 

株式会社オンデーズ 東京都豊島区南池袋 1-16-20 田中 修治 

株式会社ピーズプレアコーポレーション 四日市市伊倉 1-1-53-503 廣田 清美 

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレ
ーション 

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字上鴨田
12-1 

菊池 敬一 

株式会社パレモ 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地 中本 敏幸 

株式会社チェルシーニューヨーク 石川県金沢市矢木 3-298 北方 康弘 

（変更後） 

氏名又は名称 住所 代表者氏名 

マックスバリュ東海株式会社 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町 1295-1 神尾 啓治 

株式会社ストライプインターナショナル 岡山県岡山市北区幸町 2-8 立花 隆央 

有限会社マーブルスティック 
愛知県春日井市天神町 1-2 ライオンズ

ガーデン勝川 807 号室 
松尾 知勇 

あちは株式会社 愛知県名古屋市千種区今池四丁目 15-5 阿知波 雅大 

クールカレアン株式会社 
東京都品川区西五反田 2-7-12 五反田
第一生命ビルディング別館 

堀内 一夫 

株式会社イチタ 松阪市船江町 1392-3 松浦 雅俊 

はるやま商事株式会社 岡山県岡山市北区表町一丁目 2-3 治山 正史 

株式会社Ａ.Ｃ.Ｔ.Ｓ 奈良県天理市川原城町 690 竹村 浩次 

株式会社ほていや 愛知県名古屋市中区平和二丁目 2-17 猪飼 千壽子 
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藤久株式会社 愛知県名古屋市名東区高社一丁目 210 後藤 薫徳 

化粧品のふじや株式会社 鈴鹿市東玉垣町 2585-1 岩井 勝己 

株式会社ココカラファインヘルスケア 
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目
17-6 

塚本 厚志 

有限会社ワンラブ 
愛知県名古屋市東区徳川町 1402 ワン

ラブ徳川ビル 1Ｆ 
小林 励 

株式会社ヒロコーポレーション 福岡県田川市中央町 3－26 井上 恭枝 

株式会社東ブロイラー 度会郡玉城町妙法寺 512 東 源平 

株式会社アダストリア 茨城県水戸市泉町 3 丁目 1 番 27 号 福田 三千男 

株式会社加藤清芳園 鈴鹿市上田町 16 加藤 公昭 

有限会社セレクション 大阪府大阪市中央区南本町３丁目 4-6 大野 修 

株式会社キャメル珈琲 東京都世田谷区代田 2-31-8 尾田 信夫 

株式会社タカヨシ 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 高品 政明 

株式会社ホットランド 
東京都中央区新富 1-9-6 新富 1 丁目ビ
ル 

佐瀬 守男 

株式会社柿安本店 桑名市吉之丸 8 赤塚 保正 

上新電機株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋西 1-6-5 金谷 隆平 

株式会社未来屋書店 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6  松田 裕史 

株式会社ジーフット 愛知県名古屋市千種区今池 3-4-10 木下 尚久 

大創産業株式会社 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14 矢野 靖二 

パセリエンタープライズ株式会社 滋賀県長浜市勝町 803 番地 松本 規義 

株式会社オンデーズ 
東京都品川区東品川二丁目 2-8 スフィ
アタワー天王洲 27Ｆ 

田中 修治 

株式会社ピーズプレアコーポレーション 四日市市伊倉 1-1-53-503 廣田 清美 

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレ

ーション 
愛知県名古屋市名東区上社一丁目 901 白川 篤典 

パレモ・ホールディングス株式会社 
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目 27-13
名駅錦橋ビル 6Ｆ 

吉田 馨 

株式会社ＣＨＥＬＳＥＡ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ 石川県野々市市御経塚三丁目 488 北方 康弘 

株式会社トップメディア 愛知県安城市三河安城南町一丁目 9-5 田中 千裕 

3  変更年月日 

令和 3 年 5 月 6 日 

4  変更理由 

小売業者の商号及び代表者が変更となったため 

5  届出の日 

令和 3 年 5 月 24 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 6 月 11 日から同年 10 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 407 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により四日市市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

フレスポ四日市富田 
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四日市市西富田町字大宮田 249 ほか 2 筆 

2  四日市市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 6 月 11 日から同年 7 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 408 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により鈴鹿市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

オークワ鈴鹿高岡店・パーティハウス鈴鹿店 

鈴鹿市高岡町旭 2078 番地ほか 8 筆 

2  鈴鹿市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 6 月 11 日から同年 7 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 409 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により鈴鹿市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

オークワ鈴鹿木田店 

鈴鹿市木田町字石ヶ広 1059 番 3 の一部ほか 12 筆 

2  鈴鹿市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 6 月 11 日から同年 7 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 410 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により伊賀市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

オークワ伊賀新堂店 

伊賀市新堂字中出 214 番地 1 ほか 10 筆 

2  伊賀市から聴取した意見 
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意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 6 月 11 日から同年 7 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 411 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 3 年 6 月 11 日            

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

第 1 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   鳥羽磯部線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

志摩市磯部町山田字日向原 792 番 11 地先から 
志摩市磯部町山田字畑ノ谷 815 番 1 地先まで 

旧 9.6～11.5 51.3 

旧新 10.0～14.9 51.3 

 

三重県告示第 412 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

一般国道 
306 号 

亀山市栄町字萩野 1487 番 26 地先から 
亀山市栄町字萩野 1482 番 3 地先まで 

令和 3 年 6 月 11 日 

一般国道 

368 号 

名張市八幡字口入野 1300 番 110 地先から 

名張市桔梗が丘西二番町二街区 63 番地先まで 
令和 3 年 6 月 21 日 

県道 
山添桔梗が丘線 

名張市八幡字口入野 1300 番 98 地先から 
名張市桔梗が丘西二番町二街区 63 番地先まで 

令和 3 年 6 月 21 日 

 

 

公 告 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 30 条第 2 項の規定により、桑名市北部土地改良区（桑名市大字上之

輪新田 1400 番地）の定款の変更を認可しました。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 88 条第 1 項の規定により、県営農村地域防災減災事業（湛水防除事

業）下之郷地区の計画を変更しましたので、当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この変更計画については、土地改良法第 88 条第 6 項において準用する同法第 87 条第 6 項の規定に基づ

き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この

計画の変更が定められたことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において

三重県を代表する者は三重県知事となります。）、この計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができま

す。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6
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か月以内に、この計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前

であっても、この計画が変更された日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌

日から起算して 1 年を経過した場合は、この計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。)。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 3 年 6 月 14 日から同年 7 月 9 日まで 

3  縦覧の場所 

   志摩市役所産業振興部農林課（志摩市阿児町鵜方 3098-22） 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県桑名建設事務所長から通知がありました。 

    令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業期間 

    令和 3 年 6 月 14 日から同年 10 月 1 日まで 

3   作業地域 

  桑名市多度町古野、いなべ市藤原町大貝戸及び同市藤原町篠立 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県四日市建設事務所長から通知がありました。 

    令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業期間 

    令和 3 年 4 月 26 日から同年 8 月 13 日まで 

3   作業地域 

  三重郡川越町大字豊田一色、同町大字高松及び同町大字豊田 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 3 年 5 月 25 日に終了した旨、四日市市上下水道事業管理者から通知がありました。 

    令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（3 級基準点測量） 

2   作業地域 

  四日市市十七軒町及び同市曙町 

 

 都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第 38 条第 1 項の規定により、市街地再開発組合の事業計画の変更を次

のとおり認可しました。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  組合の名称 

  亀山駅周辺 2 ブロック地区市街地再開発組合 
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2  事業施行期間 

  平成 31 年 2 月 15 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

3  施行地区 

  (1) 都市再開発法第 14 条に属する地域 

亀山市御幸町字貝戸部 171 番 1 の一部、172 番、172 番 1、181 番 1、182 番 1、182 番 2、182 番 3、182

番 4、183 番 1、183 番 3、184 番 1、184 番 6、184 番 7、184 番 8、186 番、187 番 2、187 番 3 の一部、187

番 6 の一部、187 番 7 の一部、188 番、188 番 1、188 番 2、188 番 3、188 番 4、188 番 5、188 番 7、191 番

1、194 番 1 の一部、194 番 3 の一部、194 番 6、195 番、195 番 1、196 番 3、197 番、198 番の一部、231

番の一部、231 番 2 の一部、231 番 37 の一部、231 番 38 の一部、231 番 40 の一部、231 番 49 の一部、231

番 54 の一部、231 番 55 の一部、231 番 72 の一部、238 番 1 の一部、239 番 1 の一部、239 番 3 の一部、239

番 4 の一部、279 番 5、279 番 6 及び 279 番 7 

(2) その他の地域 

都市計画道路 3・5・7 駅前高塚線（交通広場（市道御幸 3 号線を含む。））、市道亀山駅前線の一部、市道

御幸 7 号線の一部、市道御幸線の一部、法定外公共物の一部及び準用河川竜川の一部 

4  事務所の所在地 

  亀山市東御幸町 39 番地 8 

5  設立認可の年月日 

  平成 31 年 2 月 15 日 

6  変更認可の年月日 

  令和 3 年 6 月 11 日 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 3 年 
5 月 31 日 

多気郡明和町大字明星字水池 1690-2 ほか 4 筆 
伊勢市中島 1-6-4 
株式会社ビーディホーム 

代表取締役 濱 口 和 也 

令和 3 年 
6 月 2 日 

桑名郡木曽岬町大字和泉 39-1 の一部ほか 2 筆 
愛知県海部郡蟹江町泉 1 丁目 37-1 シエロ 202 
金 城 孝 夫 

 

 

特 定 調 達 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 3 年 6 月 11 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  入札に付する事項 

(1)  委託業務名 

    三重県水産研究所 調査船「あさま」第 5 回定期検査に伴う修理工事（総トン数 79 トン） 

(2)  委託業務の特質等 

     委託業務に関し、三重県知事が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要です。 

(3)  委託期間 

    契約締結の日から令和 4 年 3 月 30 日（水）までとします。 

(4)  委託業務履行場所 

    落札事業者（契約者）所有の造船所所在地 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 
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(1)  競争入札参加資格 

ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

(2) 落札資格 

ア  三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期間中である者でな

いこと。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

3   入札に関する事項 

(1) 本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入札

に参加することもできます。 

(2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調

達システム（物件等）（以下「調達システム」という。）の利用登録が必要です。 

(3) 調達システム利用登録者が本システムにより入札に参加した場合は、書面による入札への途中変更はでき

ません。 

(4) 調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

(5) 調達システムの運用については、「三重県電子調達システム（物件等）運用基準」によります。 

4  入札者に求められる義務 

   入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請を令和 3 年 7 月 9

日（金）17 時までに、本システムで入札する場合にあっては本システムに登録し、書面による入札の場合にあ

っては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者にあ

っては、入札実施後に(2)及び(3)の書類を提出してください。 

   なお、提出した書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請 

(2)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(3)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

5  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

    〒517-0404 三重県志摩市浜島町浜島 3564－3   

    三重県水産研究所総務調整課 担当 三橋 

    電話 0599-53-0016  ファクシミリ 0599-53-1843 

 (2)  契約条項を示す場所 

    (1)に同じです。 

 (3) 調達システム担当部局 

   〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県出納局会計支援課企画支援班 システム担当 

    電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

(4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

本公告日から調達システムにより提供します。 

(5)  入札参加資格確認結果の通知 

    令和 3 年 7 月 16 日（金）17 時までに通知します。 

(6)  入札書提出の日時及び場所 

  ア 本システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

     入札参加資格確認結果の通知の日から令和 3 年 7 月 28 日（水）15 時まで 

  イ 書面による入札の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により、調達案件名を記載の上、浜島郵便局

留めで郵送してください。 
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提出締切日時 令和 3 年 7 月 28 日（水）15 時 

  なお、入札書は令和 3 年 7 月 19 日（月）から同月 28 日（水）15 時までの間に到着するように郵送して

ください。 

送付先 

〒517-0404 三重県志摩市浜島町浜島 2933 

宛 先 浜島郵便局留め 

受取人 三重県水産研究所総務調整課 

案件名 三重県水産研究所 調査船「あさま」第 5 回定期検査に伴う修理工事（総トン数 79 トン） 

(7)  開札の日時及び場所 

   日時 令和 3 年 7 月 28 日（水）15 時 30 分 

    場所 三重県志摩市浜島町浜島 3654-3 

        三重県水産研究所総務調整課 

(8)  入札方法等に関する事項 

ア 入札書の記載 

     入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとします。 

   イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

   ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加

資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契

約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

 また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第

75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約

保証金を免除しません。 

   エ 落札者の決定方法 

       落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって、規則第 65 条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

   オ 入札の無効 

      本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

    要 

(3)  入札の中止等 

 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

 また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止又は延期することがあります。 

 なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

(4) 苦情申立て 

 参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと
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ができます。 

 なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総務

課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

 本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

(5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

(6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。 

(7)  本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

(1)  Nature and Quantity of the Services to be Required： 

    Maintenance, Repair and Overhaul of the research vessel “Asama(79 tons)”(regular inspection)  

(2)  Bid Submission Deadline： 

(Electronic submission via the internet) 

Bids submitted electronically must be received by 3:00 P.M. on Wednesday, July 28, 2021. 

(Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office between Monday, 

July 19, 2021 and 3:00 P.M. on Wednesday, July 28, 2021. 

(3)  Date and Time for the Open Bidding： 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 3:30 P.M. on Wednesday, July 28, 2021. 

(4)  Managing Authority： 

    General affairs and Coordination Division, Mie Prefecture Fisheries Research Institute  

3564-3 Hamajima, Hamajima-cho, Shima city, Mie 517-0404, Japan 

    TEL:0599-53-0016 
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